
 

 

 

生 徒 の 心 得 

 

（1）登下校について 

ア 朝 8 時 35 分までに登校する。 

イ 下校時刻は午後 5 時を目途とする。 

ウ 自転車通学する者は「自転車通学届」を提出し、自転車にステッカーを貼付する。 

※クラス所定の自転車置き場に置き、必ず鍵をかける。 

エ 交通ルールを守り、交通安全やその他の事故に十分気を付ける。 

 

（2）身だしなみ 

ア 服装は、指定の制服を着用し、身分証明書（生徒憲章）は常に携行する。 

イ 頭髪は常に清潔で高校生らしい髪型を保つ。 

ウ 化粧等を禁止とする。 

エ 防寒用のコート類は華美でないものを着用すること。 

 

（3）校内生活 

ア 外出するときは、HR担任に届け出て、外出許可をもらう。 

イ 校内にポスターを掲示したり印刷物を配布するときは、担当の先生に届け出る。 

ウ 貴重品の管理に留意し、みだりに金銭や物品の貸し借りはしない。 

エ スマートフォンは、朝の SHR に預ける。 

 

（4）校外生活 

ア アルバイトは、学校が定める条件を満たした者について、原則土・日・祝日に限って承認す

る。長期休業中はその限りではない。但し、試験一週間前から、試験期間中は、禁止とする。 

 
（5）校則の改正又は廃止の手続きについて 

ア 生徒会は、生徒の意見を集約し、校長に対し、「生徒の心得」の改正又は廃止を求めるこ

とができる。 

イ 校長は、前項の規定に基づく求めがあったとき、又は「生徒の心得」の見直しが必要にな

ったときには、アンケートその他適切な方法で生徒や保護者からの意見を聴取するととも

に、学校運営協議会でその内容について議論するものとする。 

ウ 校長は、学校運営協議会等での議論を踏まえ、「生徒の心得」の改正又は廃止について決

定するものとする。 

エ 前項の決定にあたっては、議論の経過及び決定理由について、生徒及び保護者に説明する

ものとする。 

 


